
地方消費者行政の現状と課題

消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター イヤヤン

令和８年３月30日
消費者庁 地方協力課

資料１

大輝 磯尾
長方形



地方消費者行政の概要

1



１．沿革・概要

○ 消費者庁創設時（2009年）、消費者安全法で都道府県、市町村の事務等を規定。

○ 地方公共団体の主な事務：①消費生活相談・あっせん・情報収集等、②見守りネットワークを通じた高齢者等の配慮を要する

消費者の被害防止・救済、③消費者教育・啓発、④事業者指導・法執行（主に都道府県）等。

○ 消費生活センター（注１）：847か所、消費生活相談員（注２）：3,355名、年間約90万件の相談情報を集約。

２．国と地方の関係

○ 地方公共団体 ：住民サービスの一環として消費者からの相談対応や事業者とのあっせん等を実施。
○ 国（消費者庁）：地方支分部局を持たず、地方公共団体が実施する消費生活相談に関する情報集約を通じ各地の消費者問題

の実情把握を行い、それを基に政策を企画・立案・執行。
○ 相談員が聞き取った情報は、国の消費者行政を支える基盤であり、現場の相談機能の安定・充実は、国にとっても不可欠な要素。

地方消費者行政の概要

消費生活相談員

消費者庁等

188
(消費者ホットライン)
全国共通ダイヤル

相談支援等

(注)PIO‐NET：全国消費生活情報ネットワークシステム
（Practical Living Information Online Network System）

[ 地方公共団体 ][ 消費者 ]

消費生活センター

[ 国 ]

助言等

交付金等を通じた支援

[ 消費者・事業者 ]

行政処分

行政指導

あっせん

[ 事業者 ]

×

法令等の
制定・改正

各種行政
計画の作成

情報の分析
白書等作成

事業者

注意喚起
啓発

消費者

規制

(独)国民生活センター

相談 情報入力 情報の活用

（年間約90万件集約）

PIO-NET(注)
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相談員が入力した情報は
国の消費者行政の源泉

（注１）都道府県は必置、市区町村は設置の努力義務
要 件：①週４日以上窓口を開所、②消費生活相談員を配置、③電子情報処理組織その他の設備（PIO-NET）を配備
設置数：都道府県：81か所、政令市：26か所、市区町村（除く政令市）731か所、広域連合・一部事務組合：９か所

（注２）消費生活相談員資格試験（国家資格）合格者数：1,795名



消費者安全法の概要（地方消費者行政）
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都道府県 市町村

消費生活相談等の事務
（法第８条第１項、２項）

・市町村の区域を越えた広域的な見地を必要
とする相談、あっせん
・市町村の区域を越えた広域的な見地から、
消費者安全確保のために必要な情報収集及
び提供
・消費者事故等の状況及び動向把握に必要な
調査・分析で、専門的な知識及び技術を必要
とするもの
・市町村相互間の連絡調整、市町村への助言、
協力、情報提供その他の援助

等

・消費者からの苦情に係る相談
・消費者からの苦情の処理のためのあっせん

・消費者安全確保に必要な情報収集及び提供
等

消費生活センターの設置
（法第10条第１項～３項）

・必置
・努力義務（未設置の場合は、消費生活相談員
を配置する努力義務あり）

消費者事故等の情報通知
（法第12条第１項、２項）

・重大事故等 :直ちに内閣総理大臣に通知
・消費者事故等：被害が拡大し、又は同種若しくは類似の事故が発生するおそれがある
（重大事故等除く） と認めるときは、内閣総理大臣に通知

消費者安全確保地域協議会
（見守りのネットワーク）

（法第11条の３第１項）
・協議会を組織することができる。

⚫ 消費者安全法では、消費生活相談等について都道府県、市町村の役割を規定。
⚫ 現状では、都道府県、市町村の消費生活センター双方に相談が寄せられている。
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国の行政を支える基盤としての地方消費者行政

国民生活センターの活用
・消費者へ情報提供(年間68件)
・省庁等へ情報提供(年間約1,000件)等

PIO-NET
(独)国民生活センターが管理運用法律に基づく情報提供

消費者庁

・法令の制定・改正
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
令和３年特定商取引法改正、預託法改正 等

・法執行
 特定商取引法（69件）、景品表示法（34件）等 ※24年度

・注意喚起（消費者安全法19件（24年度）他）

・個別事案対応
旧統一教会問題に関する相談状況の把握等
ビッグモーターに関する相談状況の把握等

・消費者白書、消費者教育（最新トラブルの教材化等）

(年間約500件)

〇警察等：163件（24年度）
悪質な事業者の逮捕、摘発に貢献
（刑事訴訟法第197条第2項）

〇適格消費者団体：96件（24年度）
消費者契約法に基づく差止請求に貢献
（同法第40条第１項）

〇特定適格消費者団体：14件（24年度）
消費者裁判手続特例法に基づく被害回復関係
業務に貢献（同法第97条第1項）

○裁判所：7件（24年度）
民事裁判における訴訟資料として活用
（民事訴訟法第186条）

○弁護士会：190件（24年度）
民事裁判における訴訟資料として活用
(弁護士法第23条の2)

総務省
・放送法
・電気通信事業法
・特定電子メール法 等

国交省
・住宅品確法
・宅建業法
・旅行業法、民泊法 等

金融庁
・金融商品取引法
・振り込め詐欺救済法
・貸金業法 等

経産省
・割賦販売法
・先物取引法
・電気、ガス事業法 等

その他のアカウント保有省庁
個人情報保護委、公取、法務省、財務省、国税庁、文化庁、農水省・・・

消費生活センター
相
談

事
業
者

斡
旋

消
費
者

×

消費生活相談員

地方消費者行政

※消費者安全法上の消費者事故等（重大事故等除く）の国への通知義務
は、PIO-NETへの入力が通知とみなされる。（年間約1万5千件）

集約

⚫ 地方の消費生活センター等での相談で得られた情報は、PIO-NETを通じて国に集約。それを基に国（各府省庁）は行政処分、法令制定・改正、計画策定等を実施
⚫ 消費者庁は自ら地方支分部局を持たず、地方自治体による相談事務遂行を通じて得られた情報により消費者問題の実情把握を行い、政策を企画・立案し、執行

⇒ 地方消費者行政の安定・充実は、国の消費者行政の推進に不可欠な要素

消費生活センター：847箇所

消費生活相談員：3,355名

（大半が会計年度任用職員）

 188
(消費者ホットライン)

その他、啓発・消費者教育、

法執行(主に都道府県)等

活用

国の消費者行政
消費者庁のみならず各省庁でPIO-NETを活用

（1,000超のアカウントを配付）
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全国の相談件数

年間約90万件
相談情報を入力



地方消費者行政を取り巻く環境変化と課題
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人口規模別の消費生活相談員配置人数

（備考）１．「地方消費者行政の現況」（消費者庁）により作成。
２．消費生活センターが設置されていない自治体では、消費生活センターの基準は満たさないものの、相談窓口が設置されている。
３． 「広域連携等を含む」については、複数市町村の連携により消費生活センターを運営しているケースで、当該広域連携に参加している自治体全てを消費生活センターの設置自治体としている。
４．相談員数については、各自治体の消費生活センター等に配置されている相談員総数の平均値であり、必ずしも当該自治体の窓口で常時相談対応に従事している相談員数ではない場合があることに留意が必要。
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地方消費者行政を取り巻く環境変化と課題①：人口減少、人手不足

30代以下
３％

60代以上
54％

40代
10％

50代
33％

消費生活相談員の年齢構成

⚫ 消費生活相談員の半数以上は60代以上。今後、急速な退出が見込まれる一方で、生産年齢人口の減少等が続く中、
担い手確保が大きな課題。

⚫ 人手不足、厳しい財政制約の下、特に、小規模な自治体で相談機能をどのように確保するかが大きな課題。
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19.1% 20.9% 21.6% 23.3% 23.8%

80.1%
78.6% 78.4%

76.7% 76.1%

8,147

8,637
8,833 8,864

9,618

2020 2021 2022 2023 2024

（件）

（年）

契約者が相談者と異なる
契約者が相談者と同一
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6,000

2,000

0
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地方消費者行政を取り巻く環境変化と課題②：高齢化加速、単身世帯増

⚫ 認知症等の高齢者を狙った消費者被害が増加。

⚫ 独居、認知症高齢者の行動の特徴として、被害に遭っていることに気づいていない、被害に遭っても一人で抱え込んでしまう、という特徴。

⚫ 自ら相談できない（しない）配慮を要する消費者の増加に対し、「待ち」の相談対応のみでは、被害を救済できない、被害が埋もれて
しまうことから、消費者行政のアプローチを変える必要がある（アウトリーチ的対応の必要性⇒見守り活動）。

65歳以上一人暮らし、(軽度)認知症高齢者の推移

（備考）１．「令和７年版消費者白書」（消費者庁）により作成。
２．「令和６年版高齢社会白書」（内閣府）により作成。

認知症等の高齢者の消費生活相談件数の推移
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地方消費者行政を取り巻く環境変化と課題③：デジタル化

⚫ SNSが関係する相談件数は、若者のみならず50歳代以上でも大幅に増加。

⚫ 定期購入やサブスクリプションなど契約形態の多様化、取引関係者の多様化・階層化等の特徴があり、消費生活相談員にはデジタル
関係の専門的な知識も求められる。また、中には、詐欺的、犯罪的な事案もみられ、警察との連携強化も必要。

SNSが関係する消費生活相談件数の推移

（備考）１．令和６年版、７年版「消費者白書」（消費者庁）により作成。
２．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2025年３月31日までの登録分）

デジタル取引・トラブルの主な特徴

○契約形態等の多様化

定期購入、サブスクリプション、暗号資産等

○取引関係者の多様化・階層化

販売事業者、プラットフォーマー、決済事業者、運搬事業者等

○ AI等を始めデジタル技術を活用したより巧妙な働きかけや
決済への誘導

立証が困難なケースも多い

○取引と取引外の境目の不明確化

どこからがBtoC取引であるかが判別し難い

○越境取引

被害回復の困難化

25,119

86,396
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100,000

2019 2024

（件）
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20歳未満 20歳代

30歳代 40歳代

50歳代 60歳代

70歳以上 無回答（未入力）
⇔他方で、デジタル技術の進展により、より効率的な相談処理
   が可能となる面も。



持続可能な行政サービスの提供に向けた
今後の主な検討課題
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地域包括支援
センター

介護事業者等

民生委員
見守りｻﾎﾟｰﾀｰ
まちづくり団体

学校等
教育機関

金融機関、郵便局
協同組合、宅配業者等

警察

情報を届ける
特殊詐欺対策
キャンペーン 等

あっせん

[ 事業者 ]

・家庭訪問
・町内会

等

・ATM
・配送

等

出前講座、
消費者教育・啓発

・訪問介護
・サロン

等

情報を届ける

情報を届ける

異変に気づく

消費生活ｾﾝﾀｰにつなぐ

消費者団体

基幹相談
支援センター

等

基幹

見守りネット
ワーク

・消費者トラブルの背後にある生活・健康・家庭
上の問題等について、福祉部局等へ取り次ぎ、
生活支援・再建へつなげる。
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①消費者行政における基礎自治体の役割

⚫ 相 談：日常生活の大きな要素を占める消費行動上のトラブルにつき、身近に相談できる窓口があることは、住民生活の安全・安心の観点から重要。
詳細な聞き取りや契約書面確認を要する場合などには引き続き、身近にアクセスできる相談窓口が必要。

⚫ 見守り ：自ら相談できない（しない）配慮を要する消費者が増加。地域において、行政のみならず福祉関係者、地縁団体、民間事業者など多様な主体
がネットワークを形成し、「見守り活動」を展開していくことが重要（アウトリーチ的対応の導入）。

⚫ 関係部署等との連携：消費生活相談をきっかけとし、各種福祉的措置等が必要と判断される場合もあり、生活支援・生活再建のため自治体の関係部署
等との連携が重要。

⇒ 消費者行政は、安全・安心な住民生活確保のためのセーフティネットの拠点であり、住民に身近に接する基礎自治体の役割が大変重要。

⚫ 特に、小規模な自治体で、このような機能をどう確保していくか（相談機能の維持、見守りネットワークの構築、福祉部門等の関係部署等との効果的な連携等）

⚫ 都道府県によるバックアップ機能の強化、都道府県と市町村の役割分担、多様な連携の在り方についても検討が必要。

相談窓口（消費生活センター）

相談

助言[ 消費者 ]

（住民） 情報提供、啓発等
（見守り活動を支援）

関係部署・機関
につなぐ

・生活支援
・相談支援

等



周辺市町村での消費者行政
の機能をどう考えるか？

相談機能の集約に対し、周辺市町村で
の相談窓口へのアクセスをどう確保するか
（オンライン会議システムの活用など）

A市
消費生活センター

B市

C町

D町

E村
相談機能を集約
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⚫ 人手不足、厳しい財政制約の中、身近な相談窓口へのアクセス確保と複雑・高度化する相談への対応をどう図っていくかが課題

⚫ 小規模な自治体では、相対的に相談件数や相談員が少ないことから、相談ノウハウの蓄積機会が乏しい傾向
・このため、都道府県による市町村へのバックアップ機能の強化が必要（相談処理支援、相談員等への研修等）（交付金に新メニュー創設）

・また地域の実情に応じ、他の相談分野も含めた複合的な相談の窓口として位置付けているケースもあり

⚫ 都道府県と市町村の役割分担についても検討する必要

⚫ 専門人材確保については、個々の市町村が相談員の発掘から養成まで行うのは容易ではなく、都道府県主導が相応しいのではないか（交付金に新メニュー創設）

⚫ 広域連携
・その上で、単独で相談員を配置して消費生活センターを運営することが困難な自治体は、市町村連携による設置・運営を推進（交付金に新メニュー創設）

・その際、広域連携により消費生活センターへの距離が拡大した住民のアクセス確保が課題（デジタル技術の活用可能性等）

・広域連携を構成する市町村間において、消費生活センターが位置する自治体とそれ以外の自治体との連携確保が課題（交付金に新メニュー創設）

・市町村間のみならず、都道府県も含めた連携による人材確保、相談窓口の運営等についても検討が必要ではないか。その際、消費者行政分野で未だ事例
 がない既存の地方自治法上の制度の活用や、さらには「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会報告書」で示された事例も含めて検討が必要

②相談（相談窓口）

広域連携の方式例（中心市集約方式）

広域連携の方式例（相互乗入方式）

A市
（月・水

相談員配置）
相談窓口を相互利用

B町
（火・木

相談員配置）

A市、B町の住民は、AB双方の窓口に相談可能
⇒圏域全体として、週４日相談窓口を利用可

中心市と周辺市町村
の連携をどう図るか？

（備考）「地方消費者行政の現況」（消費者庁）により作成。
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相談分担率：当該都道府県内の相談全体のうち、市町村が対応した割合。



消費生活相談員の採用形態

委託
15.2%
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③相談（消費生活相談員）

⚫ 消費生活相談員には、法令等の知識、聞き取りや事業者との交渉ノウハウなど専門的な知識・技能が求められ（登録試験機関が実施する資格試験の合格
等が要件）、消費者法制度の変化へのキャッチアップ、次々と繰り出される新たな手口への対応など、知識のアップデートが絶えず必要とされる。

⚫ 人手不足や専門性の高まり等の中で、担い手の安定的な確保のため、その専門性・困難さに相応しい処遇の実現など消費生活相談員を専門的な職業とし
て確立することが求められる。

⚫ ただし、大半は非常勤職員（会計年度任用職員）である中、自治体内の他の会計年度任用職員との横並びもあり、消費生活相談員の報酬のみを抜本
的に改善することはハードルが高いとの声（自治体）が多い。

消費生活相談員の平均報酬額の推移

常勤職員
1.7%

（備考）１．「地方消費者行政の現況」（消費者庁）より作成。
       ２．相談員の報酬は、期末手当、勤勉手当を含めて時給換算したもの。

非常勤職員
83.1%

（備考）令和７年度「地方消費者行政の現況」（消費者庁）より作成。

1,486 1,500 1,508 1,511 1,527 1,521 1,537 1,553 1,562 1,574

1,760
1,827 1,841 1,868

2,071

2,246

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

（円）

平均報酬額
（1時間当たり）

会計年度任用職員
制度・期末手当の
支給開始

勤勉手当の
支給開始



④見守り

＜３つの主な機能＞

消費者行政担当部署
（消費生活センター）

地域包括
支援センター

基幹相談
支援センター

見守りネットワーク
（消費者安全確保地域協議会等）

学校等
教育機関

消費者団体

民生委員
まちづくり団体

警察

司法関係者
（弁護士会等）

金融機関

消防署・
消防団

協同組合

郵便局・
宅配事業者
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１．消費者に情報を届け、注意を呼びかける

• 民生委員による地域の訪問時、自治会・町内会等の集会、 交流サロンでの集

まりの際、介護サービス利用時・検診時に一言

２．活動の中で、消費者の異変に気づき、

• 介護ヘルパー・保健師、民生委員の訪問時・・・

ATMでの出金、コンビニでの支払、宅配時・・・

３．異変に気づいた場合は、専門相談窓口（消費生活センター）に

つなぐ

• 協議会の構成員は、消費者被害情報を消費生活センターに通報する際、個
人情報を含めて提供できる（個人情報保護法の例外規定）

※消費者トラブルの背後に存する課題が発見された場合、生活保護・成年後見

・障がい者支援等を担う自治体の関係部署と連携することで、生活支援、

   生活再建につなげることも期待される。

なお、協議会の構成員間では、見守りが必要な消費者の情報（個人情報を含む）を

共有可（個人情報保護法の例外規定）。これにより、見守りリストを作成して効果的な

見守り活動も可能

⚫ 認知症の高齢者等配慮を要する消費者に対する被害の未然防止や救済のためには、待ちの相談対応から、地域に出向き消費者を見守っていくことが重要。
住民に身近に接する基礎自治体において、行政のみならず、福祉関係者、民生委員、まちづくり団体、事業者、協同組合など地域の多様な主体がネットワー
クを形成し、それぞれの日々の活動の中で住民（消費者）に接する際に注意すべきトラブル情報を届けたり、被害を発見した際には消費生活センターにつな
ぐという見守り活動を展開していくことが重要（消費者安全確保地域協議会や消費生活協力員・協力団体制度（消費者安全法））。

⚫ 相談事務の広域連携等において消費生活センターが立地しない自治体でも、見守りネットワークを構築し、消費者への情報提供機能、被害を探知した場合
は、中心市等の消費生活センターにつなぐ機能や福祉的措置等が必要と判断される場合には関係部署・機関に取次ぐ機能は最低限確保されることが必要
ではないか（相談事務の広域連携と見守りの一体的推進）（交付金に新メニュー創設）。

⚫ 小規模な自治体では、こうしたネットワークをどのように構築・運営していくか。他の分野でも同様のネットワークの構築が求められているケースもあり、重複感、負
担感をどう克服していくか。他分野との連携により効率的な推進体制を構築する必要。

＜見守りネットワークの概念図＞



⑤デジタル技術の活用

⚫ 国と地方の相談現場をつなぐPIO-NETシステムを本年刷新予定（FAQ充実等消費者の利便性向上、相談支援機能の充実等相談員の負担軽減等）。

⚫ デジタル技術の進展を見据え、今後、相談対応等にどういった技術が活用可能か、不断に検討を進めて行く（AI等の活用含）。
・その際、国・地方、都道府県・市町村間の役割分担や相談体制の在り方を含めて検討する必要。
・消費生活相談は、地方自治体の事務を基本とし、国（(独)国民生活センター）はバックアップ機能（経由相談等）に徹してきたが、デジタル技術の進展
を踏まえた効率的な事務処理の観点等から、国の役割についても改めて検討が必要ではないか。

⚫ 他方、引き続き対面での相談ニーズがあること、被害回復のために事業者との「あっせん」を行うケースがあること、消費者トラブルの背後に健康上、生活上、家
庭の問題などがあり当該消費者トラブルの処理だけでは根本的な問題解決につながらず、関係機関との連携により生活支援、生活再建を図る必要がある
ケースもあることなどから、地方自治体の現場における人による対応も引き続き必要。
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消費者

来所相談 電話相談 FAQ（注）

（よくある質問集）
メール等相談

チャット等
（AI等活用）

＜消費生活相談の手法＞

消費生活相談の基本的な手法 一部自治体で実施 一部自治体で実施導入事例はごくわずか

（注）Frequently Asked Questions

個々の事案に応じたより丁寧な助言や事業者とのあっせん等も実施 平日・夜間に相談することが困難、電話や来所を望まないなど、多様な消費者の相談ニーズへの対応

あくまで電話相談等へのつなぎとし
ての活用が多い。

自己解決をサポートするツール

普及を検討するに当たり、相応しい実施主体についても検討が必要



参考資料

15



地方消費者行政への財政支援の経緯

R2年度まで活用可

推進事業 定額（10/10）

①
活
性
化
基
金

創
設

②推進交付金

強化事業 原則（1/2）

・消費者庁創設を機に、
消費生活センターの立上げ、
啓発・研修等を幅広く支援

・定額(10/10)、
・基金から単年度交付金化

・基金、推進交付金と同様の支援措置

定額（10/10）

消費者庁創設
(H21/9)

③
強
化

交
付
金

終了（R7年度）

新たな支援の枠組
（R8年度予算案）

※小規模自治体 終了（R9年度）
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1,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

（センター数） （相談員数、人）消費生活相談員数（右目盛）

消費生活センター数（左目盛）

都道府県

政令市

広域連合、
一部事務組合

消費生活センターと消費生活相談員の推移

市区町村

（備考）平成21年度及び令和７年度「地方消費者行政の現況調査」（消費者庁）により作成。
（年度）

16

⚫ 一連の財政支援の成果もあり、身近な相談窓口（市町村の消費生活センター）が大幅に増加。
⚫ これまでの成果を基に、消費者行政を取り巻く環境変化に対応するための体制整備を進めていく必要。



交付金等の成果：身近な相談窓口の充実（市区町村の消費生活センター増加）
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H21 R7 H21合計（右軸） R7合計（右軸）

（箇所） （箇所）
人口規模別の市区町村（政令市を除く）の消費生活センター数

（備考）平成21年度及び令和７年度「地方消費者行政の現況調査」（消費者庁）により作成。

⚫ 消費生活センターは、人口15万人未満、特に５万人前後の自治体で大きく増加。
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⚫ 消費生活センター設置進展等により、市町村等においてあっせん件数が約1.7倍増。

⚫ 都道府県では、あっせん件数が横ばいの一方で、相談件数に占めるあっせんの割合が増加。

都道府県、政令市、市区町村等のあっせん件数、割合の変化
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5.1%

8.2%

市町村等政令市都道府県

あっせん件数約1.7倍増

(万件) (万件)

（備考）
１．各年度の「地方消費者行政の現況調査」（消費者庁）により作成。
２．市町村等には、広域連合・一部事務組合、東京都特別区を含む。

（右軸） （右軸） （右軸）

(万件)
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交付金等の成果：被害救済機能の強化（あっせん件数増加）



地方消費者行政強化交付金について
衆・消費者特委決議、骨太方針2025、消費者基本計画等を踏まえ、交付金の見直しを図る。具体的には、

（１）身近な相談窓口の充実など、これまでの成果が推進事業終了により後退しないための適切な対策を講じる。また、
高齢化の加速、単身世帯増、デジタル化等の環境変化に対応するため、

（２）「待ち」の対応から転換し、地域に積極的に出向く出前講座や見守り活動の充実の取組、
（３）相談員の担い手確保のための計画的・効果的な取組、SNSにおけるトラブルなど複雑・高度な相談への対応力強化、
（４）広域連携による効率的な相談体制の構築、
等を支援し、消費者被害の未然防止・救済機能の維持・強化を図る（地方消費者行政のバージョンアップ）。

令和７年度
（2025）

令和８年度
（2026）

推進事業

（定額）

③地方消費者行政推進型

強化事業

（ 1/2）

⑥⑦担い手確保、人材育成・強化型

⑧重点課題対応型

④相談・見守り連携強化型
（先行実施）

①相談機能維持・未然防止強化型

令和９年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

消費者基本計画（令和7～11年度）

新
た
な
支
援
の
枠
組

令和12年度
（2030）

④相談・見守り連携強化型

・・・

新たな枠組み

②広域連携推進型

⑤広域連携強化型

地方消費者行政機能維持事業

地方消費者行政機能強化事業

支援メニュー

✓ 相談機能維持、被害の未然防止活動強化を前提に、推進事業活用自治
体が、消費者基本計画期間中（令和８～11年度）消費生活センター等
の運営を継続できるよう支援（定額）

相談機能維持・未然防止強化型（補助率：定額）①

✓ 消費生活相談員が相談に従事しつつ、出前講座、見守り活動を行う者
へ情報提供を行うなど、相談と見守りの連携強化や新たな役割、業務の
高度化等に相応しい処遇の実現を支援

相談・見守り連携強化型（原則1/2）④

✓ 都道府県による消費生活相談員の計画的育成・確保の取組を支援
✓ SNSトラブルなど複雑・高度な相談に対応する者の配置等を支援

担い手確保、人材育成・強化型（原則1/2）⑥⑦

✓ 中心となる自治体の消費生活センターの機能強化を支援

広域連携強化型（原則2/3）⑤

✓ 既存の強化事業を改組。時々の重点課題への取組を支援

重点課題対応型（原則1/2）⑧

✓ 広域連携による消費生活センターの運営を支援（令和16年度までの間の
措置）

広域連携推進型（令和11年度まで定額、その後原則2/3※）②

※令和15年度以降の補助率については、次期消費者基本計画策定時に判断・決定

✓ 従前の推進事業（活用期間の特例により令和９年度まで継続）

地方消費者行政推進型（定額）③

令和８年度当初予算案：15.0億円
令和７年度補正予算 ：17.6億円
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都道府県・市町村

市町村

都道府県・市町村
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地域における消費者行政は 、住民の消費生活における安全・安心確保の根幹であり 、質の高い相談・救済が受けられる
体制を全国的に維持・拡充することは、被害の防止を含め消費者全体の利益に資するものであり、消費者政策の最重要課題
の一つである。
政府は、このような認識のもと、地方消費者行政の充実・強化に向け、次の事項について適切な措置を講じるべきである。

一 地方消費者行政強化交付金推進事業の活用期限を終えた地方公共団体が、引き続き消費生活センターの運営等を継続
できるよう必要な対策を講じること。

二 消費生活相談員による日々の相談対応の成果が 、情報集約・共有システム（PIO-NET）を通じて国の消費者行政の
企画・立案・執行に不可欠な基盤となっていることに鑑み、消費生活相談員がその能力を十全に発揮できる環境整備とともに、
地方公共団体において消費生活相談員の専門性に見合った処遇が促進されるよう、必要な対策を講じること。

三 高齢化の加速、単身世帯の増加等の環境変化に対応するため、見守り活動や出前講座の充実など、積極的に地域に
出向くことができるよう消費生活センターの体制整備を促進するために必要な対策を講じること。

四 全国的な人手不足の中、消費生活相談員の担い手確保や計画的な人材育成、専門性のさらなる向上など人材強化の
ために、地方公共団体が地域の実情に応じた取組を展開できるよう必要な対策を講じること。

五 上記の対策を講じるに際しては、人口減少・高齢化の加速、単身世帯の増加、デジタル化等地方消費者行政を取り巻く
環境変化に地方公共団体が適切かつ安定的に対応できるよう、地方消費者行政強化交付金の仕組みを見直すこと。

六 現在進められている新しいPIO-NETへの移行を円滑かつ着実に実現し、消費者の利便性向上及び消費生活相談員
の負担軽減、業務効率化を図ること。

右決議する。

衆・消特委の決議は26年ぶり

全会一致で可決衆議院・消費者問題に関する特別委員会における決議（令和７年６月５日）
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第２章 「強い日本経済実現」に向けた具体的施策

第１節 生活の安全保障・物価高への対応

２．地方の伸び代の活用と暮らしの安定

（４）治安対策等の推進

（国民保護、消費者の安全・安心への対応強化等）（P21）

• 超高齢化やデジタル化等の社会変化の中で消費者の安全・安心を引き続き確保するため、

消費生活センターの機能や見守り活動の充実など地方消費者行政の強化を図るとともに、

食品表示制度や消費者法制度の在り方の検討に資する実態調査等を行う。

第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現

４. 国民の安心・安全の確保

（６）「世界一安全な日本」の実現（P34）

• 地方消費者行政を強化するため、地域見守り活動の活性化や消費生活相談員の

人材確保・育成に資するよう地方消費者行政強化交付金を見直す。

骨太方針2025（令和７年６月13日閣議決定） 抜粋

「強い経済」を実現する総合経済対策（令和７年11月21日閣議決定） 抜粋
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